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昨年3月 " 円の展開、私は毎月山口市内で行われている r"、ちいちウオークJのピラを作りながら、テ

レビを見ていました。 15時前、緊急地震速報が流れ、番組が中断されました。地震と津渡の酷さに驚きな

がらも、 r~. 、ちいちウオーク j へ夢加 し ました。その日はちょうど金曜日だったので、連帯労組・やまぐち

の会議があります r1，.、ちいちウオークj が終わると 、そのまま労組の会議へ向かいま した。その問、 テ レ

ビもラジオも聞いていないので、会議に来た組合員から 「福島第一原発が大変なことになってL、るj と聞く

まで原発事散を知.りませんでした。原発の事故が起きていると聞いても、まさかメルトスルーをするほどの

事紋だとは思っていませんでした。

報円は f長島の自然を守る会 -主催のスギモク観察会でしたロスギモクは l二関原発建設計隔が目論まれて

、る闘の浦にありますa いつもは海底に寝転がっているスギモクが春になると子孫を繋栄させるため、 起き

上がります。その様子は黄金の畑の様だといいますE 前日の地震の影響で瀬戸内海にも津被嘗報は出ていま

した。しかし、中止の連絡がないので取りあえず集合場所の上関町公民館に行きました。公民館には f長島

の自然を守る会J の代表の高島美登里さんと案内役の新井章吾さんなど数人が~. 、ました。 昼過ぎには樟渡警

報も解除となり 、観察会が行われました。私は船が苦手なので、陸路で問の浦にl向かL、ました。聞の浦海岸

には相変わらず中国電力が「こ こは工事区域です。立ち入らないで下さし、j というアナウンスを流していま

した。海岸には回の浦を守るために来ている顔見知りの女性がし、ました。約一ヶ月 前の 2月 21日の来明、

中国電力は 700人もの作業員を出の捕に向かわせました。その時の話しを聞きながら f怖かったですか?J

と問うと、被/:J:.r:t r怖いとか思う聞もなかった。 もう何が何やらわからんうちに取り囲まれたJと言いまし

た。そういう状況の中でも祝島の人や彼女たちが田の浦を理め立てさせず、守ってくれたのです。海では荒

井章吾さんが潜って海部を綴っては船上の人に見せていました。

観務会は2時間ほどで終わりま した。帰路の途中、カーラジオから r1号機爆発j と流れてきました。原

発の安全神話を信じていたわけではありませんが、まさか爆発するなんて思っていませんでした。 とにかく

逃げろ !そう願 うしかありませんでした。

その後、連日テレビからは原発の危機的状況が流れてきました。 しかしそんな状況なのに、「ただちに健

康に影響はなしリ として避難命令を小出しにする政府、東電に腹が立ちました。1999年に JCO臨界事故が

起きました。あの時にも避難命令を速やかに出さず、問題となったはずです。JCO臨界事故の教訓が全く

活かされなかったのです。

3月 11日以降私がやったこと

0テレビの録画や新聞の切り敏きをする。→ JCO臨界事故の時も裁判資料として f事故当時のテ レビ番組

の緑両Jを使おうと、原管側が探していました。 しかしなかなヵ、見つからなかったようです。その時の教

耐 11を活かし、今同はずっと録画し続けました。

0関東の友人・知人に避庫を呼びかける。→ ]号機に続き 3号機、 2号機、 4号機と爆発 しました。まず、

知り合いに電話をし、避難した方がいいのではと話しました。

0ツイッターで「冷静に避難しよ うjと呼びかける。→ツイァターなどでは両極端な情報が流れていました。

ー・方はj塞げなくても良い、もう・方はもう日本は終わりだ。 といった情報です。避難するにも冷静に判断

しなければ、危険だと思い、 f冷静になりましょう j というのを入れた上で、 情報を流しました。後で 「冷

静にj と 言ってる人は原発推進派だというツイ ー トが流れて~. 、るのを知り、私も推進派と思われてたのか

なと苦笑しま した。



Oしかし、避難する方法を伝えることは出来なかったし、避難先を植保することもしなかった。→避難先の

ある人はどうにかなっても、問題は避難先のなし、人遣をどうするのかが大事だったのて'はと先日東京で話

しをした時に感じま した町

被爆二世の会の緊急声明

1、子どもと妊婦のー刻も早い避雛を実現すること→広島・長崎の被場者のうち、幼少の頃被爆された方が

晩年になり癌などに擢っている方がおられます。細胞分裂が活発な時期に被曝すること はさけるべきで

す。

2、一層の被嘩を避けるため、避鍾区域を拡大すること吋原発から 30km以 上雌れた飯舘村でも高い線量の

被曝が確認されています。例えばアメリカ政府は 80km圏内からの避難を勧告 しています。避難地岐を

閏の責任で拡大させてください。また、避難地域から安全圏への移動が困難な人については国や東京電

力が移動手段を確保し避難させてくださ L、。労働者の中には会社が営業しているため避難できない人も

、ます。闘は企業に対し、労働者が避難できるよう便宜を図ること 、避難したからといって解雇等を行

わないよう指噂して下さ1.-¥そうした文言もいれました。

3、被場地蟻におられた方、今もなおおられる方に被災鉦明並びに 3月日日以降の行動を記録するものを

配布すること→今後、 被曝した方々には国および東京電力が責任をもって補償してくださし、。そのため

どこで被畷したのかを証明する被災証明と 3月 11 日以降の行動を記録するものを配布してください。

また、健康診断を長期にわたり実施して下さいのその上で安心して生活できるように医療費の助成等の

綬譜施策を講じてドさいぽという文言をつけましたu

4、外国籍住民に対し母国語での情報提供をすること →上記 J'""-'3を含め外国籍住民被災者が必要とする

避難場所・食料配給場所・医癒現場・安否情報等の最新情報を母国語で提供してくださL、。また外国籍

住民が役所・避難先職員や被災地の方とやりとりする際の通訳を準備してください。

外国籍住民被災者を差別するよ うなデマなどが流れないように対処して下さしυ
5、全国の原子力発電所の新規・増設を白紙撤回させ、稼働中のものを停止すること。また困の原子力政策

を銭本的に見直すこと。原発を抽出しないこと。→原発がなければ誰も被曝せずにすみました。今回の

事故で原発がクリーンなエネルギーではないことが自白のドにさらされました。ただちに原発に頼らな

い菌作りを実行してください。

また現在原発のある地峨で 30km幽内の全住民を対象とした避難方法が確立しているのかを早急に陳

認して下さい。

肢射性物質とは fうまくっきあう j とか I闘う j ではなく「逃げるJのがー番大事だと思います。

原爆被爆者について

広島・長崎の被爆者は長い間、被害の状況を話せませんでしたロその為、被爆の後遺症と差別に苦しむこ

とになりました。 しかし被爆者連が立ち上がり 、政府に嬰求するこ とで被爆者への補償を少しずつ勝ち取っ

ていきました。現在、日本政府が被煉者標識法に定めている被爆者とは炊のいずれかiこ該当する方で、被爆

者健康手帳を所持している}jをいいます。

l号 直接被爆者原子爆弾が投下された際、直接被爆した方e

広島の地図 1 945年8月61:i8時 15分にー番外側の円より内側にいた人が直接被爆者e
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長崎の地図 194 5年8月9日11時o2分にピンクの地域にいた人が直接被爆者。

2号 入市敏爆者原子爆弾が投下されてから 2週間以内に、爆心地から約 2krnの区域内に立ち入っ

た方。(広島 1945年 8月20日まで、長崎 1945年 8月 23日まで}

3号 救護彼爆者原子爆弾が設下された際、文はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を

受けるような事情の下にあった方。例えば、被災者の救護、死体の処理などをされた方。

4号胎内被爆者上記の lから 3に該当した方の胎児であった方。広島 1946年 5月 31日まで、 長崎

1946年 6月 3日までに生まれたかた。

蟹護施策

被爆者手当

手当の轍類

保健手当

健康管理手当

医療特別手当

特別手当

原子爆弾小頭

症手当

介護手当

家族介議手当

葬祭料

支給要件

2km以内で直接被爆し 下記以外の人

た人と当時その人の胎児 身障手帳 l級から 3級程度の身体障害、

だった人 ケロイドのある人又は 70歳以上の身寄り

のない単身居宅生活者

高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動穏機能障害、観機

能障害(白内陣)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分館、腺機能障害

等 11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人

原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働

大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人

原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働

大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人

原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人

精神上又は身体上の陣害のために費用を支出して身のまわりの世話

をする人を躍った場合(重度;身障手帳 1;級及び2級のー部程度、中

度 :身障手帳2級の}部及び3級程度)

重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけて

いる場合(身障手帳 l級及び2級の一部程度)

原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給

支給額 2012年度

月額 16，830円

月額 33，570円

月額 33，570円

月額 136，480円

月額 50，4∞円

月額46，970円

月額 104，290円

以内 (重度)

月額 69，520円以

内(中度)

月額 21.420円

201，∞o円

医療特別手当がいわゆる原爆症認定と呼ばれています。 20日年末 219，410人中 7.197人が受けています。

全体の 3%です。日本政府は 08年と 09年に基準を緩和したといいます。確かにそれまでは 1%に満たなか

ったのですから、緩和なのでしょうが、まだまだ基準が厳しすぎると思います。

健康診断

健康診断は、毎年 2回、期日および場所(保健所、病院等)を定めて定期的に行われるものと、被爆者の希

望によって、さらに追加で年 2回うけられるものとがあり、そのうち l回はがん検診を受診することができ

ますu がん検診の内容①胃がん、②肺がん、③乳がん、④子宮がん、⑤多発性骨髄腫、 @大腸がん
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医療助成

被爆者は、原子爆弾による放射線を裕びたために、その影響で、(t)病気やけがにかかりやすいこと (2)病

気やけがをしたとき、その病気やけがが治りにくいこと (3)病気やけがをしたことによって認定疾病を誘

発するおそれがあること等から、 一般疾病医療の給付の制度が設けられています。

般疾病に対する医擁の給付をうけることのできない場合

被爆者が

(1)自分の故意の犯罪行為によって病気やけがを したとき

(2)故意または重大な過失により病気やけがをしたとき

(3)けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき

(4)医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき

また、二のほか、

(1)遺伝性の病気、 (2)先天性の病気、 (3)被爆以前にかかった精神病、 (4)かるいむし歯

は、原子爆弾の放射線との関連がないので、 一般疾病医療の給付をうけることはできません。

その他にも介護保険等利用被爆者助成事業、訪問介護等利用被爆者助成事業、原爆被爆者家庭奉仕員派遣事

業があります。

第一種健康診断受診者桓

放射線を帯びた f黒い雨j が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方と当時その人の胎児だった方

が対象です。

0被爆者と問繊の健康診断をうけられます。

0健康管理手当の対象となる障害にあると露められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えられます。

現在、広島県や広島市はその区披を 6倍に鉱大するよう要望していますが、厚生労働省の荷蹟者検討会は

f黒い雨の降った地域を確定することは国難Jと認めようとしません。

第二種健康診断受診者証

原爆投下時 (1946年 8月9臼の午前 I1時 2分)に対象区岐内にいたかた又はその当時そのかたの胎児で

あったかたが対象です。

0毎年 1固定期の健雄診断を無料でうけられます。しかし、がん健診は受けられません。

被爆体験者精神医療受給者証

第二種健康診断受診者証をお持ちのかたで、現在も長崎県内にお住まいの人(胎児を除く 。)は、 一定の

検査と申請の後に認定されると、被爆体験者精神医療受給者紅に切り脅えられ、医療費の給付がうけられま

す。しかし、精神疾患などに限定され、がんなどは対象外です。

被爆者ではなく 「被爆体験者jとされた人逮が、被爆者健康手帳の交付などを求め裁判を起こ していますU

6月 25円、長崎地裁は原告敗訴の不当判決を出しま した。

全国被爆二世団体連絡協議会の前会長の平野伸人さんは、 8・6広島青空集会が始まる前に 「日本政府は、

福島の原発事故以降、内部被曝があることを認めるようになった。しかし、内部被曝はあっても健鹿への影
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響は無いという論陣をはってきている。在、たちは被爆体験者の裁判で、内部被曝の実態を明らかにすること

が、福島の人遣の盛護につながると確信している。 6月25日、長崎地裁はこのことを真っ向から否定し、

国に迫従し、原告団に対し不当判決を下した。内部被礁を認めざるを得ないという 状況に危機感を覚え『こ

れ以上被爆者を増やさない。被爆者が死に絶えて行くのを待つ。そして福島の原発事故を踏まえて原爆の実

相を過小評価していく。福島に援護の手を援し伸べるのを拒むJ という 国側の意に沿った判決だ。これを

打ち破るために、陸訴審の準備を進めている。我々被爆者・ 二世の援護を拒み続けている慣拠は、 1980 

年の基本懇(原爆被場者対策基窓問題懇議会)答申だ。被爆の実相を媛小化し、放射線被曝の実態を押し込

めて しまうという こう いった闘の動きに対して、断聞として闘おうけと話されました。

福島第ー原発事政でもわかるように放射性物質は思った以上に拡散しています。厚生労働省は被爆者に黒

い雨の降った地域や被爆体験者に被爆の証明するよう言います。 しかし、家のシミなどの証拠を出したり、

証言をしても、 f少量だから影響がないJとか r6 7年前の記憶で暖味だj と言って切り捨ようと していま

す。 67年開放置してきた責任は固にあります。黒い雨の地域を拡大させることや被爆体験者を被爆者と認

めさせることが、国に低線量被ぱくの影響を認めさせることにつながります。

被爆二世の現状について

被爆二世とは、両親文はどちらかが被爆者で 1946年6月 1日(広島被爆)か6月4臼(長崎被爆)以

降に生まれた人のことを言います。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法樟 (1994年 11月成立}の付帯決議に f五 被爆者とその子及び

採に対する影響についての調査・研究及びその対策について十分前慮し、 二世の健康診断については、継続

して行なうとともに、その置かれている立場を現解して一層充実を図ること。Jとあります。

しかし国が行っているのは年一回の健康診断のみ。がん健診はありません。しかも各自治体任せなので、

自治体格差があります。

被爆二世の会では毎年自治体に被爆二世対策について調査を しています。

がん健診を実施している自治体→東京都、静岡県

医療助成を実施している自治体『東京都、神奈川県、摂津市、川崎市、償浜市

被爆二世手・帳または類するものを交付している自治体→東京都、埼玉、神奈川、島根、岡山、山口、摂海市

山円県は被爆二世の会の運動の成果により 2000年から!被爆者二世健康診断記録表jが交付されました。

20 1 2年3月末現在、 14 9 2名の山口県在住の彼爆二世が使用 しています。

健康診断は全都道府県で行われています。山口では年4回、ほとんどの病院で被爆二世健診が受けられま

す。しかし他県は恒1数もまちまちで、県によっては健診会場が県内で 1箇所しかないところもあります。

こうした格差をなくすには国が責任を持って被爆二世への侵護施策を行う必要があります。

しかし、国は放射線影響研究所の被婦二世健康影響調査を根拠にこれ以上の極穫を矩み続けています。
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被爆二世の遺伝的影響について

現在、放射線影響研究所で被爆二世健康影響調査が実施されています。広島、長崎に住む被爆者の子ども

と非被爆者の子どもが対象です。 主に多因子疾患・「生活習慣病Jと言われるものの調査で、すぐに結論が

出るというものではありません。一回目の調査結果報告では、「有意な差は認められなし、Jというものでし

た。

現在二巡回の調査に入っています。

放射線影膏研究所の調査の疑問点

非被爆者の中に入市被爆者や被爆体験者の子どもが入っている。

健康診断が般射線膨響研究所で行われるため、入院中や自宅で療養しているなどで健康診断に行けない被

爆二世のデータはカウントされません。

私達は赦影研の倫理委員会を傍聴しました。そこにいた専門家の人達が議論していたのは広島と長崎では

キャベツを食べる量が違うのではなし、かということです。 f広島の人はお好み焼きをよく食べるが長崎の人

はそうでもない。Jと誰かが吉うと「長崎の人はチャンポンを食べるから閉じではJと誰かが言し、。皆が納

得する。お酒を飲むかというアンケートの項円については fロックかシングルかを聞かなければアルコール

の盤が正確に分からなし、j と言う議論をします。

そのくせ、親の被ぱく線量については余り追求しませんでした。放影研は直接被爆者のみを厳爆者とし、

入市按爆者は非被爆者にしています。

委員会の後の交渉の中でそのことを指摘すると、「同じ地場に住んでいたので同じだけ内部被ばくしてい

るのだから気にする必要がないj といいます。しかし、被爆直後に入市した人と、何年か後にそこに住んで

、る人とでは被ばく量は違うと思います。要は低線量被ばくはカウントしないという姿勢の表れだと思いま

す。

白血病

今年の 6月3目、第 53回原子爆弾後障害研究会が長崎市で開催されました。広島大学の鎌田七男名誉

教授(血液内科)らの研究による発表です。

広島県と広島市が 1973年.........74年に被爆者とその家族を対象に実施した調査結果を分析し、 46年"-'73年

までに生まれた計 119，331人を確認。このデ}タと、県内の病院で診断された白血病患者を照合した結果、 46

年~何年の 50年間に少なくとも 94人の被爆二世が発症したことが判明した。

このうち被爆後¥0年以内に生まれた 63，117人では 49人が発症。

結論だけ言うと、被爆後 10年以内に生まれ、両親ともに被爆の場合、その他の場合に比べて白血病の

植愚率が 「有意j に高くなっている。ということですE 鎌田教授らは今後も「慎重な疫学的解析」を行うと

言っています。疫学的解析がどのくらb、かかるのかわかりませんが、その間放置するのではなく、せめて全

ての被爆二世にガン健診を行うなどしてほしいと思います。

全国被爆二世団体連絡協議会が中心となり厚生労働省交渉を繰り返していますが、なかなか被爆二世の援

護施策が進みません。

そのような中、各地に被爆二世の会ができています。
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被爆二世108人の肖偉展

8月8日-20日まで東京の新宿で f被爆二世108人の肖像展Jが聞かれました。写真を撮影したのは

フォトジャーナリストの吉田敬三さんでお母犠が長崎で被爆されています。吉田さんはカンボジアやアフガ

エスタンで戦争の被害に遭った人の写真を障ってきました。その写真は悲惨なd僚子ではなく 、被害に遭って

も生き生きと生きている姿です。

被煉二世の会に写真家やマスコミが電話をしてきて f具合の悪い被爆二世を取射させて欲しいJと言われ

ることがありますe 確かに私遣の会員の中にはガンや心臓疾患、脳内出血などで亡くなった二世がいます。

だからといって、そういう人を紹介しろと言われるのは不愉快ですn

吉田さんはある目、被爆二世の会にメールしてきました。そこには「生き生きとした被爆二世の婆を掛り

たいJとありま した。そんなメー/レは初めてだったので直ぐに会うことに しました。吉田さんは 2003年か

ら被爆 2世 100人の肖像を撮ろう と被爆二世を訪ね歩きましたが、断られ続けそうです。私達が撮影第ー号

でした。

今回の写真展には 35∞人の方が見に来られたそうです。桶島から避難されていた方は写真展を見て l本当

に来て良かった。安心しました。だってこの写真は私たちの来来ですものJとおっしゃられたそうです。

先日は写真に写った人遣との交流会がありました。被爆二世だと言うことで就職差別を受けた、知人が「フ

クシマの被曝者から変な子が生まれるJと言ったのを聞いてショックを受けたと言う人もいました。

例え障害があろうが、病気があろうが私達が生き生きと生きている姿を見せることが被爆者、被爆二世の

差別をなくし、フクシマの人の希望にもなるのだと思います。

福島原発後の東京の状況

8月 12日、東京で行われている福島原発事故を考える座按交流会に参加しました。その時、東京の方の

話しを聞いて、私は何も知らなかったの思い知らされま した。

3月 11日以後の 1週間、毎日地震があり、福島第一原発事故がどんどん酷いものになっていきま した。

しかも停電しています。そんな中で20代の男性は長生きができないと思い悩んだと言います。子どものい

る人は子どもを避難させるべきか?避難先のない子どもはどうすればいいのか?自分の子どもだけを避難さ

せればいいのか?と悩みました。避雛しろと言うが東京の人間全部が避難できるはずがない。子どもを産む

のが怖い。そのような悩みを聞きましたω

東京の人は、私達の親である被爆者と同じ思いをしており、今も般射性物質を出し続けるι福島第一原発の

ことを常に考えずにはいられないのだと思いました。

フクシマへのメッセージ

事なのは不安を隠さず話せる場所をつくることや行動記録と体調の記録を付けることだと思います。

原爆被爆者が被爆者健康手帳を取る際、原帰投下後に配られた擢災証明など公的機関による証明書や当時

の写真、または証人 2人が必要です。その上で面談や過去のデータとの照合などを経て、ようやく手帳が交

付されます。被爆者なのに被婚者健康手帳を持っていない人の中には、証人がいない、記憶が暖味などの為、

取り たくても取れない人がたくさんおられます。特に幼いときに被婦された方は記憶も無く、親も既に亡く

なっていて申請できない被爆者の方が困っています。子どものためにも記録を残しておきましょう。
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被爆二世が集まると、遺伝的影響への不安を気兼ねなく話せます。被爆二世 110番やメーノレなどでの相

談も殆どが、遺伝的影響のことです。ちょっとした風邪や興血でも心配になることがあります。心配になる

ことを否定されずに話せる場が必要です。

もっとも大事なのはヒバクシャ同士が協力 し、敵を鮮明にして補償を勝ち取ることです。福島第一原発事

故の場合、敵は固と東京電力です。

最後に、先日も福島第一原発事散の収束作業にあたっていた作業員の方が亡くなられました。誰かの命を

削る労働などあってはなりません。原発さえなければ福島第一原発事故はおきていません。大飯原発を比め、

全ての原発を廃炉にしていきましょう。
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